
○高浜市事業者向け手話通訳者派遣助成金交付要綱 

令和４年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高浜市手話言語条例（令和４年高浜市条例第

８号）第８条の規定に基づき、市内のイベント、行事等におい

て、ろう者の参加を促進するために行う手話通訳者の派遣に対

し、予算の範囲内で交付する事業者向け手話通訳者派遣助成金

（以下「助成金」という。）に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（対象者） 

第２条 助成金の交付の対象となる者は、市内で事業を営む法人そ

の他の団体及び個人であって、市内のイベント、行事等（公序良

俗に反するもの若しくはそのおそれのあるもの又は特定の政治、

思想若しくは宗教の活動に関するものを除く。以下「行事等」と

いう。）を開催し、かつ、当該行事等に手話通訳者を派遣するも

のとする。 

（助成対象経費及び助成金の額） 

第３条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」と

いう。）は、手話通訳者の行事等への派遣に要する費用とする。 

２ 助成金の額は、助成対象経費に４分の３を乗じて得た額（１円

未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）とする。ただ

し、行事等の開催１回につき７，５００円を上限とする。 

（派遣の指定） 

第４条 助成金の交付を受けようとする者は、行事等の開催前に、

市長から派遣の指定を受けなければならない。 

２ 派遣の指定を受けようとする者は、当該行事等の開催の７日前

までに、事業者向け手話通訳者派遣指定申請書（様式第１）を市

長に提出するものとする。 

３ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは、事業者向け手話通訳者派遣指定通知書（様

式第２）により、不適当と認めるときは事業者向け手話通訳者派

遣指定却下通知書（様式第３）により、申請者に通知するものと

する。 

（交付の申請及び請求） 

第５条 派遣の指定を受けた者は、当該派遣が完了したときは、速



やかに、事業者向け手話通訳者派遣助成金交付申請書兼請求書

（様式第４）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、助成金の

交付の申請及び請求を行うものとする。 

(１) 事業者向け手話通訳者派遣実績報告書（様式第５） 

(２) 事業者向け手話通訳者派遣指定通知書の写し 

(３) 助成対象経費の実支出額を明らかにする書類 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（交付） 

第６条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、

その内容を審査し、適当と認めるときは、事業者向け手話通訳者

派遣助成金交付決定通知書（様式第６）により申請及び請求を行

った者に通知し、助成金を交付するものとする。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



様式第１（第４条関係） 

様式第２（第４条関係） 

様式第３（第４条関係） 

様式第４（第５条関係） 

様式第５（第５条関係） 

様式第６（第６条関係） 

 


